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帝 京 大 学 に お け る 競 争 的 資 金 等 の 取 扱 い に 関 す る 規 程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、帝京大学（以下、「本学」という）における競争的資金を中心とした

公募型の研究資金（以下、「競争的資金等」という）の取扱いについて、適正に運営お

よび管理するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定 義） 

第２条 この規程において競争的資金等とは、次のものをいう。 

  （１）研究者が自主的に研究テーマを設定して研究費を申請し、資金配分機関の審査

を経て研究費が助成される補助金 

  （２）資金配分機関が特定の研究課題を示し、それに沿った研究を行う研究者または

グループを募り、資金配分機関の審査を経て採択され、資金配分機関と採択さ

れた研究者の所属機関の間で委託契約が結ばれる委託費 

２ この規程において「各キャンパス」とは、板橋キャンパス・八王子キャンパス・

宇都宮キャンパス・福岡キャンパス・医学部附属溝口病院・ちば総合医療センター

の６つの事業所をいう。 

３ この規程において「研究者等」とは、本学の教職員その他の本学の競争的資金等

の運営および管理に係る全ての者をいう。 

４ この規程において「不正」とは、競争的資金等の不正な使用をいう。 

（責任と権限） 

第３条 本学の競争的資金等を適正に運営および管理するために最高管理責任者、統括管

理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者を置く。 

（１）最高管理責任者は、本学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最

終責任を負うものとし、学長をもって充てる。 

（２）統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理につ

いて本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、本部事務（次）

長をもって充てる。 

     統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、

この規程に基づき、本学全体の具体的な不正防止対策を策定・実施し、実施状

況を確認するとともに、最高管理責任者に定期的に報告する。 

（３）コンプライアンス推進責任者は、各キャンパスにおける競争的資金等の運営・

管理について実質的な責任と権限を持つものとし、各キャンパスの事務（次）

長をもって充てる。 

  ２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の下、次に掲げる業務を行う。 

（１）各キャンパスにおいて不正対策を実施し、実施状況を確認するとともに、統括

管理責任者に定期的に報告する。 
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（２）不正防止を図るため、各キャンパス内の研究者等に対し、コンプライアンス教

育を実施し、受講状況を管理監督する。 

（３）各キャンパスの研究者等が、適切に競争的資金等の使用・管理を行っているか

等をモニタリング（監視）し、必要に応じて改善を指導する。 

３ コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、以下

の者をもって充てる。 

  （１）板橋キャンパスにおいては、総務課長とする。 

  （２）八王子キャンパスにおいては、経理課長とする。 

  （３）宇都宮キャンパスにおいては、総務課長とする。 

  （４）福岡キャンパスにおいては、会計課長とする。 

  （５）医学部附属溝口病院においては、経理課長とする。 

  （６）ちば総合医療センターにおいては、経理課長とする。 

４ 最高管理責任者は、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者が責任を

持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しな

ければならない。 

（相談窓口等の設置） 

第４条 本学における競争的資金等に係る事務処理手続きに関し、明確かつ統一的な運用

を図るため各キャンパスに相談窓口を置く。ただし、相談の内容によっては、必要に

応じ事務組織規程にて定める所管課との連携を図ることとする。 

（１）板橋キャンパスにおいては、板橋キャンパス総務課および本部会計課とする。 

（２）八王子キャンパスにおいては、経理課とする。 

（３）宇都宮キャンパスにおいては、総務課とする。 

（４）福岡キャンパスにおいては、会計課とする。 

（５）医学部附属溝口病院においては、経理課とする。 

（６）ちば総合医療センターにおいては、経理課とする。 

２ 相談窓口は、本学における競争的資金等に係る事務処理手続きおよび使用ルール

に関する学内外からの問い合わせに対応し、本学における効率的な研究遂行のため

の適切な支援に資するよう努める。 

（行動規範） 

第５条 不正を防止するため、本学の研究者等の行動規範を別に策定する。 

（研修会等） 

第６条 不正を防止するため、コンプライアンス教育等に係る研修会の開催その他の適当

な方法により、研究者等の規範意識の向上を図るものとする。 

（誓約書） 

第７条 研究者等は、次の事項を含む誓約書を、最高管理責任者に提出しなければならな

い。 
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（１）本学の規程等を遵守すること。 

（２）不正を行わないこと。 

（３）規程等に違反して、不正を行った場合は、本学や競争的資金等の配分機関によ

る処分および法的な責任を負担すること。 

２ 前項の誓約書が提出されない場合は、競争的資金等の運営および管理に関与する

ことができないものとする。 

（調査委員会） 

第８条 不正があった場合または不正の疑いがある事案が生じた場合には、帝京大学にお

ける競争的資金等の不正に係る調査等に関する取扱規程（以下、「不正に係る調査等取

扱規程」という）に基づき設置する不正に係る調査委員会において必要な調査を行う

ものとする。 

２ 前項の定めによる調査の結果、不正があったと認められた者については、就業規

則および不正に係る調査等取扱規程に則り懲戒処分、氏名の公表等を行うものとす

る。 

３ 各責任者において、管理監督の責任が十分に果たされず、結果として不正を招い

た場合には、前項に準じて取り扱うものとする。 

（不正防止推進委員会の設置） 

第９条 本学の競争的資金等を適正運営および管理する組織として、最高管理責任者の下

に不正防止計画の推進委員会（以下、「不正防止推進委員会」という）を設置する。 

２ 不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。 

（１）最高管理責任者（学長） 

（２）統括管理責任者 

（３）コンプライアンス推進責任者 

（４）本部会計課長 

（５）その他、最高管理責任者の指定した者 

３ 不正防止推進委員会は、不正防止計画の推進を担い、次の各号に掲げる業務を行

う。 

（１）競争的資金等の運営・管理に係る実態の把握および検証に関すること。 

（２）関係部署と協力し、不正発生要因の排除・改善策を講ずること。 

（３）その他、不正防止計画の推進について必要な事項に関すること。 

４ 不正防止推進委員会の事務局を本部会計課に置く。 

（業者への対応） 

第１０条 統括管理責任者は業者にこの規程を含む学内規程等を説明し、これを遵守させ

るとともに、本学が定める基準に該当する業者に対しては、競争的資金等の適正な使

用と管理について、次の事項を含む誓約書を提出させる。 

（１）本学の規則等を遵守し、不正に関与しないこと。 
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（２）内部監査その他調査等において、取引帳簿の閲覧、提出等の要請に協力するこ

と。 

（３）不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議が

ないこと。 

（４）研究者等から不正な行為の依頼等があった場合には、次条の通報窓口へ通報す

ること。 

２ 最高管理責任者は、競争的資金等に関して不正に関与した業者があるとき、当該

業者との取引を停止するなど、必要な措置を行う。 

（通報窓口の設置） 

第１１条 本学における研究活動等の不正行為に対応できるようにするため、通報窓口を

置く。通報窓口は本部総務課とする。 

２ 通報窓口は、研究活動等の不正行為に係る通報を受け付けた後、すみやかに不正

防止推進委員会事務局へ連絡する。 

（モニタリングの実施） 

第１２条 本部会計課および各キャンパスは、競争的資金等の適正な運営・管理を徹底す

るため、監事、監査を担当している公認会計士または監査法人と、適宜、情報や意見

の交換等を行い、実効性のあるモニタリング（監視）に努めるものとする。 

（その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別途定めることができる。 

（改 廃） 

第１４条 この規程の改廃は、最高管理責任者を経て理事長の承認を得るものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、２０１２（平成２４）年１１月１日から施行する。 

２ この規程は、２０１５（平成２７）年４月１日から施行する。 

３  この規程は、２０１６（平成２８）年４月 1日から施行する。 

４ この規程は、２０１８（平成３０）年４月１日から施行する。 


